
      

 

 大和市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２８日 

大和市長 古谷田  力   

 

大和市条例第９号 

大和市介護保険条例の一部を改正する条例 

大和市介護保険条例（平成１２年大和市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「おける用語の意義」を「おいて使用する用語」に改め、「）」の次に「におい

て使用する用語」を加える。 

第６条第１項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に改

め、同項第１号及び第２号中「３５，００９円」を「３５,４０８円」に改め、同項第３

号中「４９，０１３円」を「５３，３０６円」に改め、同項第４号中「５２，５１４円」

を「５３，６９５円」に改め、同項第５号中「６３，０１７円」を「７０，０３８円」

に改め、同項第６号中「７０，０１９円」を「７７，８２０円」に改め、同項第７号中

「７７，０２０円」を「８５，６０２円」に改め、同号イ中「又は第１５号イ」を「、第

１５号イ、第１６号イ、第１７号イ、第１８号イ又は第１９号イ」に改め、同項第８号

中「８４，０２２円」を「９３，３８４円」に改め、同号ア中「２，０００，０００円」

を「２，１００，０００円」に改め、同号イ中「又は第１５号イ」を「、第１５号イ、第１６

号イ、第１７号イ、第１８号イ又は第１９号イ」に改め、同項第９号中「１０５，０２８円」

を「１１６，７３０円」に改め、同号ア中「２，０００，０００円以上３，０００，０００

円」を「２，１００，０００円以上３，２００，０００円」に改め、同号イ中「又は第

１５号イ」を「、第１５号イ、第１６号イ、第１７号イ、第１８号イ又は第１９号イ」

に改め、同項第１０号中「１１５，５３１円」を「１３２，２９４円」に改め、同号ア

中「３，０００，０００円以上４，０００，０００円」を「３，２００，０００円以上

４，２００，０００円」に改め、同号イ中「又は第１５号イ」を「、第１５号イ、第１６

号イ、第１７号イ、第１８号イ又は第１９号イ」に改め、同項第１１号中「１２２，５３３円」

を「１４７，８５８円」に改め、同号ア中「４，０００，０００円以上６，０００，０００円」

を「４，２００，０００円以上５，２００，０００円」に改め、同号イ中「又は第１５

号イ」を「、第１５号イ、第１６号イ、第１７号イ、第１８号イ又は第１９号イ」に改

め、同項第１２号中「１４３，５３８円」を「１６３，４２２円」に改め、同号ア中



      

 

「６，０００，０００円以上８，０００，０００円」を「５，２００，０００円以上

６，２００，０００円」に改め、同号イ中「又は第１５号イ」を「、第１５号イ、第１６号

イ、第１７号イ、第１８号イ又は第１９号イ」に改め、同項第１３号中「１５４，０４１円」

を「１７８，９８６円」に改め、同号ア中「８，０００，０００円以上１０，０００，０００

円」を「６，２００，０００円以上７，２００，０００円」に改め、同号イ中「又は第

１５号イ」を「、第１５号イ、第１６号イ、第１７号イ、第１８号イ又は第１９号イ」

に改め、同項第１４号中「１６４，５４４円」を「１８６，７６８円」に改め、同号ア

中「１０，０００，０００円以上１５，０００，０００円」を「７，２００，０００円以

上８，０００，０００円」に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ、第１６号イ、

第１７号イ、第１８号イ又は第１９号イ」に改め、同項第１５号中「１７８，５４８円」を

「２１０，１１４円」に改め、同号ア中「１５，０００，０００円以上２５，０００，０００

円」を「８，０００，０００円以上１０，０００，０００円」に改め、同号イ中「部分

を除く。）」の次に「、次号イ、第１７号イ、第１８号イ又は第１９号イ」を加え、同項

第１６号中「２１０，０５７円」を「４０４，６６４円」に改め、同号を同項第２０号と

し、同項第１５号の次に次の４号を加える。 

(16) 次のいずれかに該当する者 ２４１，２４２円 

ア 合計所得金額が１０，０００，０００円以上１５，０００，０００円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１８号イ又は第１９号イに該当する者を

除く。） 

(17) 次のいずれかに該当する者 ２８０，１５２円 

ア 合計所得金額が１５，０００，０００円以上２０，０００，０００円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除く。）、次号イ又は第１９号イに該当する者を除く。） 

(18) 次のいずれかに該当する者 ２９９，６０７円 

ア 合計所得金額が２０，０００，０００円以上２５，０００，０００円未満であり、



      

 

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

(19) 次のいずれかに該当する者 ３３４，６２６円 

ア 合計所得金額が２５，０００，０００円以上３５，０００，０００円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

第６条第２項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に、

「２１，００６円」を「２２，１７９円」に改め、同条第３項中「令和３年度から令和５

年度」を「令和６年度から令和８年度」に、「３１，５０９円」を「３７，７４２円」に

改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に、

「４９，０１４円」を「５３，３０６円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第６条の規定は、令和６年度分以後の保険料について適用

し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 


